
                                  資料１ 

「京都市同和行政終結後の行政の在り方総点検委員会」報告を踏まえた取組状況 

検討項目 提言内容 取組状況 
自立促進援助金制度の見直

しについて 
・制度廃止 
・奨学金の返還と免除という

わかりやすい制度に改正 
・平成１３年度以降の援助金

の新規受給対象者に奨学

金の返還を請求 
・返還免除基準は，国基準と

同基準 

・奨学金の債務の取扱いに関する条

例の議決及び援助金制度の廃止

（20 年 12 月） 
・５月以降，奨学金の借受者のお宅

に直接伺い，お詫びと説明及び返

済免除に係る手続きを順次行っ

ている（22 年 2 月末日現在で

1,404 人中 1,388 人訪問済） 
・返済免除基準に該当しなかった借

受者に対し，順次納付書の発行

し，奨学金の返還を請求（21 年

12 月中におおむね完了） 
・「京都市奨学金等返還事務監理委

員会」を開催した。 
第１回 21 年 7 月 6 日開催 

第２回 22 年 2 月 2 日開催 
コミュニティセンターの在

り方について 
・これまでの役割は一旦終結

し，より開かれた施設とし

ての活用を検討 
・同センターでの生活相談事

業は廃止し，区役所などで

対応 

・全職員を引き上げ，相談事業の廃

止，民間委託による運営開始（21
年 4 月から） 

・屋内体育施設の地域体育館への転

用（21 年 5 月から） 
・21 年 6 月に設置したプロジェク

トチームを中心に，より市民に開

かれた施設への転用を検討 
・コミュニティセンターの転用に関

する市民意見の募集の実施（21
年 11 月 17 日～12 月 18 日） 

・コミュニティセンターの転用計画

素案（第１次分）に関する市民意

見募集の実施 
（22 年 1 月 29 日～3 月 5 日） 

・他のコミュニティセンタについて

も，順次，転用計画素案を策定，

公表する。 
 
 
 
 



                                 

検討項目 提言内容 取組状況 
改良住宅の管理・運営及び建

て替えの在り方について 
・入居実態の調査 
・空き家の有効活用の推進 
・ 一般公営住宅との取扱い

の差異の改善 
・建替えの際には，民間活力

等の活用も検討し，多様な

住宅を供給 

・入居実態の把握に向けた調査の開

始（21 年 5 月から） 
・世帯留学生等への空き家の提供 
・共益費，駐車場料金，家賃減免に

つき公営住宅と同一制度に移行

（21 年 4 月から） 
・住宅室内でプロジェクトチームを

立ち上げ，建替えの在り方を検討

中 
崇仁地区における環境改善

について 
・住環境の整備の早期完了 
・市民や地元まちづくり組

織，学識経験者等を含む検

討委員会を設けて検討 

・北部第三，第四地区の住宅改良事

業の着実な推進 
・土地区画整理事業の手法による合

併施行の実施について調整（コン

サル委託による課題の整理），将

来ビジョン検討委員会の設置 
市立浴場等の地区施設につ

いて 
市立浴場 
・当面は存続 
・効率的な運営と地域福祉の

向上，サービス向上を図る

・民間浴場との料金格差を早

期に解消 
学習施設・保健所分室 
・従来の事業は廃止し，施設

の多様な活用方法を検討 

市立浴場 
・４０円の入浴料金改定を実施（21

年 5 月 1日から） 
・嘱託化の推進などの運営経費の削

減や，更なる効率化について取り

組む 
学習施設・保健所分室 

・学習施設及び保健所分室での事業

を廃止（学習施設は 21 年 3 月末，

保健所分室は 4月末） 

・全市民的な観点から転用を検討す

る 
市民意識の向上に向けた人

権教育・啓発の在り方につい

て 

・人権の尊重は自由，正義，

平和の基礎であり，行政と

市民はその実現のために

共に不断の努力が必要 
・市民的感覚の新たな発想を

取り入れ，市民の自主的な

行動を支援する方向にシ

フト 

・企業啓発業務の統合による効果

的，効率的な人権啓発推進体制の

整備 
（「あい・ゆーKYOTO」と「BASIC」

の合併号の発行  21 年 12 月）

・人権啓発活動補助制度の充実 
（実施件数 12 件→16 件） 

・区役所・支所における啓発事業の

充実 
 


